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～高等教育の質の向上のために～
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平成28年度

大学評価・学位授与機構 と 国立大学財務・経営センターは、
平成28年4月1日に統合し、

「大学改革支援・学位授与機構」となりました



　独立行政法人大学評価・学位授与機構と独立行政法人国立大学財務・経営センターは、平成28年4月1日
付けで統合し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構となりました。
　当機構は、これまで旧法人で行ってまいりました大学評価、学位授与、質保証連携、調査研究及び施設費
貸付・交付の各業務を引き続き着実に実施するとともに、旧法人時代からの蓄積や強みを活かし、統合のシ
ナジー効果を生み出して、高等教育の質の向上の支援機能を更に強化してまいります。
　グローバル化の進展や大学の多様化など我が国の高等教育を取り巻く環境が急激に変化するなかで、当機
構のような大学支援組織に対する期待、果たすべき役割は、近年、より一層大きなものとなってきております。
　当機構は、我が国の高等教育の更なる発展に寄与すべく、構成員が一丸となって努力してまいりますので、
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

ごあいさつ

目　的

　大学等の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人
等の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教
育法第104条第4項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価され
る社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資すること。

（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条）

沿　革

大学評価・学位授与機構

NIAD-UE

国立大学財務・経営センター

CUFM

平成28年4月

統合

独立行政法人
大学改革支援・学位授与機構

NIAD-QE

平成 4年7月　国立学校財務センター設立

平成16年4月　�独立行政法人国立大学財務・経営
センター設立

平成 3年7月　学位授与機構設立
平成12年4月　大学評価・学位授与機構に改組
平成16年4月　�独立行政法人大学評価・学位授与

機構設立

1

機構長 福田 秀樹



組　織 （平成28年4月現在）

業　務

運営方針
１．着実な業務実施と効率的・効果的な運営
２．大学関係者等の参画を得た運営
３．中立性・公正性・透明性の確保
４．内部統制の強化と教職協働の深化

「機構憲章」より抜粋（平成26年7月策定、平成28年4月改定）

評価事業
（国際通用性の高い評価の実施）

学位授与事業
（多様な学習の成果に基づく学位取得の機会の提供）

１．認証評価
　①機関別認証評価（大学、高等専門学校）
　②専門職大学院の認証評価（法科大学院）
　③選択評価

２．国立大学教育研究評価

１．単位積み上げ型（学士）
（短期大学・高等専門学校卒業者等対象）
※機構認定の専攻科に係る学位授与の審査の特例

２．省庁大学校（学士・修士・博士）
（機構認定の教育施設の課程修了者対象）

質保証連携
（大学等及び質保証機関等との連携）

調査研究
（質保証に係る調査研究の推進）

施設費貸付・交付事業
（国立大学等の施設費等の貸付・交付）

１． 大学等と連携した高
等教育の質保証

２． 国内外の質保証機関
等との連携

１．評価研究
２．学位研究
３．質保証研究

１．施設費貸付事業
２．施設費交付事業
３．承継債務償還
４．旧特定学校財産の管理処分

事業に関する諸会議
〈評価事業〉

大学機関別認証評価委員会

高等専門学校機関別認証評価委員会

法科大学院認証評価委員会

国立大学教育研究評価委員会

〈学位授与事業〉

学位審査会

〈質保証連携〉

大学ポートレート運営会議

企画室

顧問・参与

審議役

研究開発部

監査室

管理部

評価事業部

国立大学施設支援センター

大学ポートレートセンター

理 事（2）

監 事（2）

機構長 評議員会

運営委員会
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Ⅰ．評価事業

　我が国の高等教育機関における教育研究の質を向上させる活動を支援するため、国際通用性の高い認証評
価や選択評価を行うとともに、国立大学法人等の教育研究評価を実施します。
　また、新たな評価方法の開発等を行うなど、第三者による評価の発展に先導的役割を果たします。

１．認証評価

　文部科学大臣から認証を受けた評価機関として、国公
私立の大学及び高等専門学校の教育研究、組織運営、施
設設備の総合的な状況に関し、大学等からの求めに応じ
て、評価を行います。
　また、法科大学院（専門職大学院）について、教育課
程、教員組織その他教育研究活動の状況に関し、求めに
応じて、評価を行います。

〈機構の認証評価の対象〉
①機関別認証評価
　　国公私立大学
　　国公私立高等専門学校
②専門職大学院の認証評価
　　法科大学院

〈認証評価の目的〉
①大学等の教育研究活動の質を保証する
②評価結果を踏まえ、大学等が自ら改善を図る
③�評価結果が公表されることで、大学等が社会から支持
されるよう支援する

　機構の先導的役割として、大学等の個性の伸長・特色
を明確にするための選択評価を実施します。

〈選択評価〉
①研究活動の状況
②地域貢献活動の状況
③教育の国際化の状況
　※�高等専門学校は、①研究活動の状況、②正規課程の

学生以外に対する教育サービスの状況

２．国立大学教育研究評価

　文部科学省の国立大学法人評価委員会からの要請を受
け、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標
期間（6年間）における業務の実績のうち、教育研究の
状況についての評価を実施します。

（国立大学法人法第31条の3）

　国公私立大学（短期大学を含む。）及び高等専門学校は、教
育研究水準の向上に資するため、7年以内ごとに、認証評価機
関の評価を受けなければならないとされています。また、専門
職大学院については、5年以内ごとに評価を受けることとされ
ています。

（学校教育法第109条、第123条）
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【大学の設置申請から完成年度までの質保証】 【恒常的な質保証】
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設置認可審査
大学設置・学校法人
審議会による審査
（ピア・レビュー）

認可後のフォロー
設置計画の履行を
チェック

社会への情報公表
[H23年から義務化]

各大学の学内での取組
（内部質保証）

教育研究活動

自己改善 自己点検・評価

認証評価（第三者評価）
文科大臣が認証した評価団体が

実施（7年に1回）

出典：文部科学省中央教育審議会大学分科会大学教育部会

大学設置基準

機構の認証評価のプロセス

我が国の大学の質保証のイメージ図

社　会
大学改革支援・学位授与機構

教育研究
評価結果の
公表

教育研究の状況の評価を要請
教育研究評価結果を

通知

文部科学省 総務省実績報告書提出

業務運営・財務内容等の
状況を含めた総合的な評価

国立大学教育研究評価委員会

国立大学法人
評価委員会

独立行政法人
評価制度委員会

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

国
立
大
学
法
人 評価結果の

通知

国立大学法人評価（中期目標期間評価）の仕組み
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Ⅱ．学位授与事業

　機構は、大学以外で学位を授与できる唯一の機関として、大学等の教員からなる学位審査会と専門分野ご
との専門委員会を設けて、短期大学・高等専門学校卒業者や専門学校・各省庁大学校修了者等を対象に、そ
の学力水準を審査し、大学卒業者・大学院修了者と同等の学習を修め、かつ同等の学力を有すると認められ
た者に対して、学位（学士・修士・博士）を授与します。  （学校教育法第104条）

１．�短期大学・高等専門学校卒業者等を対象
とする単位積み上げ型の学位授与（学士）

　短期大学・高等専門学校卒業者や専門学校修了者等（基
礎資格を有する者）で、さらに所定の単位を修得し、学
修成果を作成して、学位授与を申請した者に対して、学
位審査会で審査し、学位（学士）を授与します。

　大学と同等の教育課程において学修指導が行われてい
ると機構が認定した短期大学・高等専門学校の専攻科の
修了見込み者に対して、おおむね４年間の学修を総括す
る学修総まとめ科目の履修に基づき学位（学士）を授与
する特例制度を設けています。（平成27年度～）

２．�機構認定の教育施設（省庁大学校）の課
程修了者への学位授与（学士・修士・博士）

　省庁大学校修了者を対象に、学位審査会において大学
卒業者・大学院修了者と同等の学力を有すると認められ
た者に対して、学位（学士・修士・博士）を授与します。

学位（学士・修士・博士）授与者数累計
（平成3～平成26年度）69,162人

大学学部
相当

大学院
修士課程
相当

大学院
博士課程
相当

申請 申請 申請

単位修得・修了証明の提出

申請論文の審査・試験

審査 審査 審査

合格者に
学位（学士）
を授与

合格者に
学位（修士）
を授与

合格者に
学位（博士）
を授与

学位取得者数の推移（平成27年4月現在）

学位取得までの流れ（単位積み上げ型）

学位取得までの流れ（省庁大学校）

短期大学・高等専門学校卒業者、専門学校修了者、大学
に2年以上在学・62単位以上修得した者など

〈基礎資格を有する者〉

〈単位の修得（積み上げ）〉
大学の科目等履修生制度の利用のほか、機構が認定した
短期大学・高等専門学校の専攻科の単位も利用できます。

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学位授与
　　■ 学士
機構認定の教育施設（各省庁大学校）の課程修了者への学位授与
　　■ 学士　■ 修士　■ 博士
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2056 837 114 19 3026

942 90 17 24321383

1255 927 99 16 2297

8733 81 13 970
839 10 849

2339 951 112 21 3423

2535 985 110 28 3658
2579 1024 27109 3739
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2718 1007 137 26 3888
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2203 888 16 3222115
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H25
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2572 1009 92 32 3705
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38902778 978 106 28

申請 （年2回）

試験（小論文・面接）

審査

合格者に
学位（学士）を授与

〈特例の場合〉

特例適用専攻科を置く
短期大学・高等専門学
校を卒業

科目表記載の
単位の修得
学修総まとめ
科目の履修

特例適用専攻科

申請
・
審査

合格者に
学位（学士）を授与

単位の修得（積み上げ）
学修成果の作成

基礎資格を有する者

進学
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Ⅲ．質保証連携

　我が国の大学等における質保証を支援するため、大学等と連携して質保証等に関わる情報等の収集・整理・
提供、質保証に関わる人材の能力向上に取り組みます。
　また、我が国の高等教育に係る国際的な信頼性を高めるため、国内外の質保証機関等と連携して、評価の
改善・充実のための活動や諸外国と連携した質保証活動等を行います。

１．�大学等と連携した高等教育の質保証に係る
取組み

①大学ポートレート
　　�国公私立大学・短期大学の教育情報を公表・活用す

る仕組み
　　日本私立学校振興・共済事業団と連携して運営
②国内外の様々な情報の発信
　・大学評価、学習機会等に関する情報発信
　・国際連携ウェブサイト
　　　http://www.niad.ac.jp/n_kokusai/
　・「海外高等教育質保証動向ニュース」
　・「インフォメーション・パッケージ」
　・大学質保証フォーラムの開催
③質保証人材の能力向上のための取組み

２．国内外の質保証機関等との連携
①認証評価機関連絡協議会
　　�認証評価機関12機関で組織し、職員研修等の連携

事業を推進
②海外の質保証機関等との連携
　・�海外の覚書締結機関（13機関）との情報交換、教

職員交流、共同プロジェクトを実施
　・�高等教育質保証機関の国際ネットワーク（INQAAHE）、

アジア太平洋質保証ネットワーク（APQN）に加盟
③日中韓連携（日中韓質保証機関協議会）
　　�「キャンパス・アジア」における大学間交流プログ

ラムの質保証

大学ポートレートウェブサイト（検索画面）
http://portraits.niad.ac.jp/

Ⅳ．調査研究

　研究開発部が事業担当部課と協働して、機構が実施する大学評価事業、学位授与事業及び質保証連携の基
盤となる研究並びに事業の検証に係る実証的な研究を進めます。
　また、我が国の高等教育の質保証に関する政策課題に向けた重点的調査研究も推進します。

１．評価研究
大学等の教育研究活動等の状況の評価に関する調査研究

２．学位研究
学位の授与に必要な学習の成果の評価に関する調査研究

３．質保証研究
高等教育の質保証の確立に資する調査研究

英国 英国高等教育質保証機構（QAA）
中国 中国教育部高等教育教学評価センター（HEEC）
香港 香港学術及職業資歴評審局（HKCAAVQ）

オランダ EP-Nuffic（ヨーロピアンプラットフォーム・オラン
ダ高等教育国際協力機構）

オランダ及び
フランダース地方

オランダ･フランダースアクレディテーション機構
（NVAO）

韓国 韓国大学教育協議会（KCUE）

インドネシア インドネシア国立高等教育アクレディテーション機構
（BAN-PT）

マレーシア マレーシア資格機構（MQA）
フランス フランス研究・高等教育評価高等審議会（HCERES）
台湾 台湾高等教育評鑑中心基金会（HEEACT）
オーストラリア オーストラリア高等教育質・基準機構（TEQSA）
ドイツ ドイツアクレディテーション協議会（GAC）
タイ タイ全国教育水準・質評価局（ONESQA）
※上記リストは締結順に掲載しています。

海外の覚書締結機関一覧
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Ⅴ．施設費貸付・交付事業
〈国立大学施設支援センター：施設整備勘定〉

　機構の国立大学施設支援センターは、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門
学校機構の施設の整備等に必要な資金の貸付け、交付等を行うことにより、国立大学法人等の教育研究環境
の整備充実及び財務・経営の改善を支援します。

１．施設費貸付事業

▪事業の対象：国立大学法人、大学共同利用機関法人
▪事業の目的：附属病院整備等に必要な資金の貸付け
▪貸付事業の財源：
　①財政融資資金からの借入金
　②�独立行政法人大学改革支援･学位授与機構債券の発

行により調達した資金

２．施設費交付事業

▪事業の対象：�国立大学法人、大学共同利用機関法人、
独立行政法人国立高等専門学校機構

▪事業の目的：各法人の施設整備に必要な資金の交付
▪交付事業の財源：
　①�廃止前の国立学校特別会計から承継した特定学校�

財産・積立金等の財産
　②国立大学法人等の不用財産処分収入の一定割合

３．承継債務償還

▪�国立大学の法人化に伴い、旧国立学校特別会計が財政
融資資金に対し負っていた債務を一括して承継するこ
とで、財務省への債務償還手続きを一本化

４．旧特定学校財産の管理処分

▪�旧国立学校設置法に規定されていた、国立学校財産の
うち一定のものを国から承継して管理・処分するとと
もに、得られた収入は「２．施設費交付事業」の財源
に充当することで、国立大学法人等へ還元

施設費貸付事業の概要

施設費交付事業の概要

貸付メニュー

国

各国立大学法人
（移転整備）

各大学共同利用機関法人
（移転整備）

関係国立大学法人
（附属病院整備）

大学改革支援・学位授与機構

財政融資資金 市　　場
（債券発行）

区分
施設整備
設備整備

貸付
25年
10年

据置
5年
1年

償還
20年
9年

利率
財投合率
財投＋上乗

借
入
・
償
還

調
達
・
償
還

大臣の
定め

貸
付
金
の

回
収

資
金
の

貸
付

資
金
の

貸
付

【対象事業】
移転整備

【対象事業】
附属病院整備

　・施設整備
　（財政融資資金）
　・設備整備
　（財政融資資金
　　及び債券発行）

貸
付
金
の

回
収

国

各国立大学法人
各大学共同利用機関法人
国立高等専門学校機構

大学改革支援・学位授与機構旧特定学校
財産処分

市

　
　場

【対象事業】
国立大学法人等の

　施設整備全般
　・土地の取得
　・施設の設置
　　若しくは整備
　・設備の設置

大
臣
の

定
め

旧
特
定

学
校
財
産

積
立
金
等
承
継

財産処分

財
産
処
分

収
入
の

一
部
納
付

資
金
の

交
付
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案内図

JR山手線一橋学園駅

竹橋
竹橋
オフィス

東京メトロ東西線

京浜急行空港線
東京モノレール

西武多摩湖線

JR中央線

京成線

総武線

日暮里
上野

秋葉原

御茶ノ水

飯田橋

大手町
東京

浜松町

品川

東京国際空港（羽田）

渋谷

新宿中野

高田馬場

池袋

国分寺駅西国分寺駅

新小平駅

神田

成田国際空港

小平本館

小平本館
　　JR中央線国分寺駅で西武多摩湖線に乗換
　　一橋学園駅　南口　徒歩7分
　　JR武蔵野線新小平駅　徒歩20分

竹橋オフィス
　　東京メトロ東西線　竹橋駅　出口�No.�1b
　　東京メトロ半蔵門線/都営三田線・新宿線
　　神保町駅　出口�No.�A9　徒歩5分

独立行政法人
大学改革支援・学位授与機構　NIAD-QE

竹橋オフィス
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-2
TEL 03-4212-6000（代表）（国立大学施設支援センター）

本　部（小平本館）
〒187-8587　東京都小平市学園西町1-29-1
TEL 042-307-1500（代表）
URL�http://www.niad.ac.jp/

平成28年4月

本部

青梅街道

小平市役所

図書館

大学改革支援・学位授与機構

一橋大学
小平国際キャンパス

至
国
分
寺

小平四小北

新小平駅前

中央公民館前

青梅街道駅前

一橋学園

新小平

郵便局

交番

交番

共立女子大学

日本教育会館

学士会館

学術総合センター
（11F・10F）

首都高速都心環状線
1b

A9

如水会館

竹橋

一ツ橋河岸

一ツ橋 税務署前

神保町一丁目

神保町
専大前

竹橋

毎日新聞社

〈小平本館〉
（一橋大学小平国際キャンパス内）

〈竹橋オフィス〉
（学術総合センター11F・10F）


